
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パンツ型の外装体と、該外装体の内面側に固定され液保持性の吸収体を有する縦長の吸
収性本体とからなる パンツ 収性物品において、
　前記吸収性本体の厚み方向における前記吸収体の前記外装体側に、弾性部材が、該吸収
性本体の長手方向に沿って伸長状態で配設されており、
　前記吸収性本体は、その長手方向の両端部に位置する一対の第１接合部及び排泄ポイン
ト近傍に位置する第２接合部において前記外装体に接合されており、且つ一対の第１接合
部それぞれと第２接合部との間には該吸収性本体が該外装体に接合されていない非接合部
が形成されており、
　

　

パンツ型吸収性物品。
【請求項２】
　少なくとも股下部における前記弾性部材は、２５ｍｍ以上の幅で配されている請求項１
記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項３】
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第２接合部は略正方形状に形成されており、一対の第１接合部それぞれは、前記第２接
合部に対して面積が１／５～１／２の横長の長方形状に形成されており、

前記弾性部材は、吸収性物品の腹側部側に位置する前記第１接合部と前記第２接合部と
の間の前記非接合部に位置する部分の長さＬ２と、吸収性物品の背側部側に位置する前記
第１接合部と前記第２接合部との間の前記非接合部に位置する部分の長さＬ３との比（Ｌ
２：Ｌ３）が１：１～１：５である、



　前記弾性部材は、その長さが前記吸収性本体の全長に対して９５％未満であり、前記第
２接合部に隣接する一対の前記非接合部に位置する部分の合計長さが該吸収性本体の全長
に対して１０～７０％である請求項１又は２記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項４】
　前記第２接合部は、前記吸収性本体の長手方向に沿う方向の長さが、該吸収性本体の全
長に対して５～４０％である請求項１～３の何れか記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項５】
　前記弾性部材が配設された弾性領域は、その収縮力が２５０～９５０ｃＮである請求項
１～４の何れか記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項６】
　前記外装体の幅方向に胴周囲部弾性部材が配設されており、前記第２接合部における前
記吸収性本体は、該胴周囲部弾性部材の収縮力により、着用者の肌側へ凸形状を形成して
いることを特徴とする請求項１～５の何れか記載のパンツ型吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、吸収性能及び漏れ防止性能に優れたパンツ型吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
特開２０００－９３４６２号公報には、お尻の割れ目部分に対する密着性を高め、尿や経
血が後ろ漏れする不安を解消した吸収性物品として、腹側部、背側部及び股下部を有する
パンツ形態の吸収性物品において、少なくとも股下部と背面部の縦方向中心に弾性部材を
配置し、該弾性部材の絞り込みで着用者に密着させるようにした吸収性物品が提案されて
いる。
しかし、この吸収性物品においては、前記弾性部材がパンツ型の形態を有する外装体の構
成シート間に配設されており、吸収体と外装体とを一体的に持ち上げる必要があるため、
液吸収面を、着用者に良好に押し当てることが困難である。
また、弾性部材の収縮力により吸収体に皺が生じるため、着用者の排泄部に対するフィッ
ト性に劣り、また、皺により、排泄された液体が液吸収面上を横方向に流れて漏れを生じ
る恐れがある。
【０００３】
従って、本発明の目的は、着用者の排泄部に対して吸収性本体を皺の少ない状態にて良好
にフィットさせることができ、人体から排出される経血、尿等の液体を効率的に吸収させ
ることができると共に、液体が吸収性本体の幅方向に移動して生じる横漏れを防止するこ
とのできる、吸収性能及び漏れ防止性能に優れたパンツ型吸収性物品を提供することにあ
る。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、パンツ型の外装体と、該外装体の内面側に固定され液保持性の吸収体を有す
る縦長の吸収性本体とからなる パンツ 収性物品において、前記吸収性本体の
厚み方向における前記吸収体の前記外装体側に、弾性部材が、該吸収性本体の長手方向に
沿って伸長状態で配設されており、前記吸収性本体は、その長手方向の両端部に位置する
一対の第１接合部及び排泄ポイント近傍に位置する第２接合部において前記外装体に接合
されており、且つ一対の第１接合部それぞれと第２接合部との間には該吸収性本体が該外
装体に接合されていない非接合部が形成されており、

パンツ型吸収性物
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第２接合部は略正方形状に形成され
ており、一対の第１接合部それぞれは、前記第２接合部に対して面積が１／５～１／２の
横長の長方形状に形成されており、前記弾性部材は、吸収性物品の腹側部側に位置する前
記第１接合部と前記第２接合部との間の前記非接合部に位置する部分の長さＬ２と、吸収
性物品の背側部側に位置する前記第１接合部と前記第２接合部との間の前記非接合部に位
置する部分の長さＬ３との比（Ｌ２：Ｌ３）が１：１～１：５である、



品を提供することにより前記目的を達成したものである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をその好ましい実施形態に基づいて説明する。
本発明のパンツ型吸収性物品の一実施形態としての女性用ショーツ型吸収性物品１は、図
１～４に示すように、パンツ型の外装体２１と、該外装体２１の内面側に固定され、液保
持性の吸収体１４を有する縦長の吸収性本体１１とからなる。本女性用ショーツ型吸収性
物品は、生理時や軽失禁時に用いられる、液吸収保持能を有する使い捨てタイプのショー
ツである。
【０００６】
吸収性本体１１は、液透過性の表面シート１２、液不透過性の裏面シート１３及び両シー
ト１２，１３間に介在された液保持性の吸収体１４を具備し、平面視して縦長矩形状をな
している。表面シート１２及び裏面シート１３は、吸収体１４の周縁部において互いに接
合されており、吸収体１４は表裏面シート１２，１３間に挟持固定されている。
【０００７】
吸収性本体１１の厚み方向における吸収体１４の外装体２１側には、弾性部材１５が、該
吸収性本体１１の長手方向に沿って伸長状態で配設されている。
本実施形態においては、糸状の弾性部材１５が、吸収体１４と裏面シート１３との間に、
互いに平行に複数本配されている。
弾性部材１５は、その全長に亘って、接着剤を介して吸収体１４及び裏面シート１３に接
合固定されている。また、弾性部材１５は、吸収性本体１１の長手方向の両端部において
、表面シート１２及び裏面シート１３と共に外装体２１に固定されている。尚、図２にお
いては、吸収性本体１１の図示が省略されており、該吸収性本体の配設位置が２点鎖線Ｐ
で示され、該吸収性本体に配された弾性部材１５の配置位置が符号１５’で示されている
。
吸収性本体１１の長手方向の両側縁部には、それぞれ、弾性部材１６を有する立体ギャザ
ー形成用のシート材１７が長手方向に沿って接合固定されて、立体ギャザー１８が形成さ
れている。
【０００８】
外装体２１は、図１に示すように、ウエスト開口部２２及び一対のレッグ開口部２４，２
４を有するパンツ型の形態を有している。ウエスト開口部２２及び一対のレッグ開口部２
４，２４それぞれには、各開口部の周囲に実質的に連続したギャザーが形成されるように
、ウエスト部弾性部材２３及びレッグ部弾性部材２５が配設されている。
【０００９】
女性用ショーツ型吸収性物品１は、着用時に着用者の腹側に位置する腹側部Ａと、着用者
の背側に位置する背側部Ｂと、着用者の股下部に位置する股下部Ｃとからなり、腹側部Ａ
及び背側部Ｂに存する外装体２１の左右両側縁同士が、ヒートシール等の公知の接合手段
により接合されており、股下部Ｃの左右両側に、一対のレッグ開口部２４，２４が形成さ
れている。
【００１０】
外装体２１には、ウエスト部弾性部材２３及びレッグ部弾性部材２５それぞれよりも細い
弾性部材（以下、胴周囲部弾性部材３という）が、それぞれ幅方向に向けて、腹側部Ａ、
股下部Ｃ及び背側部Ｂに亘る範囲に所定間隔で複数配設されている。
本実施形態における外装体２１は、それぞれ不織布からなる複数のシート材、詳細には、
吸収性物品１の外面を形成する外層シート２６とその内側の内層シート２７の計２枚のシ
ート材を主体として構成されており、ウエスト部弾性部材２３、レッグ部弾性部材２５及
び胴周囲部弾性部材３は、それぞれ、両シート２６，２７間に伸張状態で固定されている
。
【００１１】
吸収性本体１１は、図２に示すように、その長手方向を、外装体２１の長手方向（図２の
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上下方向）に一致させて、腹側部Ａ、股下部Ｃ及び背側部Ｂに亘るように、外装体２１の
内面側に固定されている。
【００１２】
　吸収性本体１１は、図２に示すように、その長手方向の両端部に位置する一対の第１接
合部４ａ，４ａ及び排泄ポイント近傍に位置する第２接合部４ｂにおいて、外装体２１に
接着剤を介して接合されている。
　排泄ポイント近傍とは、着用者の排泄部 に対向配置され
る部位及びその近傍を意味する。本実施形態の吸収性物品における排泄ポイントは、吸収
性本体１１を長手方向に二分する中心線から腹側部Ａ側に若干偏倚した位置にある。図２
には、排泄ポイントを楕円Ｄで示してある。
【００１３】
一対の第１接合部４ａ，４ａ及び第２接合部４ｂは、それぞれ、吸収性本体１１の幅方向
中央部における、裏面シート１３及び／又は外装体２１における該裏面シート１３に臨む
面に、ホットメルト型の接着剤等の公知の接着剤を所定形状（矩形状）に塗布し、該接着
剤を介して両者を接合させて形成されている。
【００１４】
各第１接合部４ａを形成するための接着剤の塗布パターンは、ベタ塗りが好ましいが、ス
パイラル状、帯状、縞状、紐状、ドット状等がであっても良い。
第２接合部４ｂを形成するための接着剤の塗布パターンは、第２接合部４ｂ上に位置する
弾性部材１５の弾性伸縮性を消失ないし低減させ、吸収性本体１１を皺の少ない状態で着
用者にフィットさせる観点から、ベタ塗りが好ましい。但し、弾性部材１５の弾性伸縮性
を消失ないし低減させることができる限りにおいて、他の塗布パターンでも良い。
【００１５】
また、一対の第１接合部４ａ，４ａそれぞれと第２接合部４ｂとの間には、該吸収性本体
１１が該外装体２１に接合されていない非接合部６，６が形成されている。即ち、弾性部
材１５が配設された弾性領域Ｇ内における、一対の第１接合部４ａ，４ａそれぞれと第２
接合部４ｂとの間においては、該吸収性本体１１と外装体２１とは接着されておらず、着
用時には、図５に示す如く、該吸収性本体１１と外装体２１とが、弾性部材１５の収縮に
伴い厚み方向に離間するようになされている。尚、弾性部材１５が配設された弾性領域Ｇ
とは、吸収性本体１１の幅方向の両外側に位置する一対の弾性部材１５の外側縁と、吸収
体の長手方向の両端とに囲まれた領域である。但し、幅広の弾性部材１５が１本のみ配設
されている場合には該弾性部材の両側縁と、吸収体の長手方向の両端とに囲まれた領域で
ある。
【００１６】
本実施形態における第２接合部４ｂは、図２に示すように、略正方形状に形成されており
、第１接合部４ａは、第２接合部４ｂに対して面積が１／５～１／２程度の長方形状に形
成されている。また、レッグ部弾性部材２５は、第２接合部４ｂが存在する部位において
、吸収性本体１１を幅方向に横切っている。
本実施形態の女性用ショーツ型吸収性物品１は、従来のパンツ型吸収性物品と同様に着用
者に着用されて使用される。
【００１７】
　本実施形態の女性用ショーツ型吸収性物品１によれば、吸収性本体１１の厚み方向にお
ける吸収体１４の外装体２１側に、弾性部材１５が長手方向に沿って配設され、前記非接
合部６，６上に位置する弾性部材１５が容易に収縮可能な状態にあるため、着用時には、
図５に示すように、該弾性部材１５の収縮作用により、吸収性本体１１が着用者の肌側に
向けて持ち上げられ、吸収性本体１１が着用者の股下部にフィットするよう押し当てられ
ている。
　しかも、吸収性本体１１は、排泄ポイント近傍に位置する第２接合部４ｂにおいて外装
体２１に接合され、該第２接合部４ｂ上に位置する弾性部材１５は、弾性伸縮性を発現し
ないか又は非接合部６， に位置する部位よりも弾性伸縮性を発現しにくいため、排泄
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ポイント近傍における吸収性本体１１には皺が生じにくく、着用者の排泄部には、吸収性
本体の液吸収面が皺の比較的少ない状態で押し当てられる。
　そのため、本実施形態の女性用ショーツ型吸収性物品１によれば、人体から排出される
経血、尿等の液体が効率的に吸収され、また、吸収性本体１１上に排泄された液体の横方
向への移動が防止され、これにより、優れた吸収性能及び漏れ防止性能が得られる。
【００１８】
また、外装体２１の弾性部材３及び２５は、第２接合部４ｂの領域に配されていても配さ
れていなくても良いが、配されている場合には、接着剤を塗布する方法、外装体の弾性部
材３及び２５の何れか一方又は両方の本数を減らす方法、伸張率を第２接合部４ｂの領域
にて低減させる方法等により、適度な伸縮性を有する程度にその伸縮力がその接合部付近
で低減されていることが好ましい。第２接合部４ｂが存在する部位において、幅方向の弾
性部材の伸縮力を適度に低減させることにより、排泄ポイントＤの領域の吸収性本体の幅
方向のヨレが防止され、身体に対するフィット性が向上してモレが一層防止される。
尚、本実施形態における外装体の弾性部材３及び２５は、長手方向に配された弾性部材１
５に比べ、その本数が多かったり、応力の強い弾性部材を使用するなどして、その収縮力
が高められている。
【００１９】
着用者の股下部に対する吸収性本体１１のフィット性を向上させる観点から、少なくとも
股下部Ｃにおける弾性部材１５は、２５ｍｍ以上の幅で配されていることが好ましく、特
に３５ｍｍ以上の幅で配されていることが好ましい。尚、ここでいう「幅」とは、弾性部
材１５が１本のみ配設されている場合には該弾性部材の幅を意味し、弾性部材１５が複数
本配設されている場合には、複数本の弾性部材１５の配設幅、即ち吸収性本体１１の幅方
向に拡がる幅Ｗ（図４参照）を意味する。また、この「幅」の上限値は、吸収性本体１１
の幅を越えない限り特に制限されないが、吸収性本体１１の幅との関係等の関係から、股
下部Ｃにおける、好ましい範囲の上限値は９０ｍｍ程度、より好ましくは７５ｍｍである
。
【００２０】
　また、弾性部材１５は、着用中における吸収性物品１のずり下がりを防止する観点から
、吸収性本体１１の内部に納まる長さであることが好ましく、その長さ（吸収性本体１１
の長手方向に沿う長さ）Ｌ１が、該吸収性本体１１の全長Ｌに対して９５％未満の長さ、
特に５０～９０％の長さであることが好ましい。
　また、吸収性本体１１を持ち上げ吸収性本体１１を着用者の股下部に確実にフィットさ
せる観点から、弾性部材１５は、第２接合部４ｂに隣接する一対の前記非接合部６，６に
位置する部分の合計長さ（Ｌ２＋Ｌ３）が、吸収性本体１１の全長Ｌに対して１０～７０
％であることが好ましい。また、同様の観点から、腹側部Ａ寄りの非接合部６に位置する
部分の長さＬ２及び背側部Ｂ寄りの 接合部６に位置する部分の長さＬ３は、それぞれ、
吸収性本体１１の全長Ｌに対して５～５０％であることが好ましい。また、長さＬ２と長
さＬ３との比は１：１～１：５で
【００２１】
また、皺がないか又は皺の少ない部分を吸収性本体１１に確実に形成させる観点から、第
２接合部４ｂは、吸収性本体１１の長手方向に沿う方向の長さＬ４が、吸収性本体１１の
全長Ｌに対して５～４０％、特に１０～３０％であることが好ましい。
【００２２】
また、弾性部材１５が配設された弾性領域Ｇは、着用者の股下部に対する吸収性本体１１
のフィット性を向上させる観点及び着用者を過度に締めつけないようにする観点から、そ
の収縮力が２５０～９５０ｃＮ、特に４００～９００ｃＮであることが好ましい。
弾性部材１５の収縮力は、以下のようにして測定される。
テンシロンＲＴＭ１００（株式会社オリエンテック）に５ｋｇｆのロードセル（ＴＬＤ－
５Ｌ－Ｆ）をセットし、引張試験を実施した。サンプルは、吸収体本体１１部分を外装体
２１とともに切り出し、更に腹側から背側に配向している弾性部材（レッグ部弾性部材２
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、立体ギャザー形成用弾性部材１６）を、吸収体本体１１を傷めないように取り去る。得
られたサンプルを前記のテンシロンＲＴＭ１００にセットし、測定する。測定は、立ち上
がりより１０００ｃＮまでの測定長さの９０％地点の応力を計測し、９０％地点の応力の
３点平均を「収縮力」とする。この測定において、弾性部分が吸収体よりも長い場合であ
っても吸収体部分においてのみ測定を行う。
【００２３】
また、弾性部材１５は、その伸長率（配設状態の長さ／単独での自然長）が１５０～３０
０％、特に１８０～２５０％であることが好ましい。
また、第２接合部４ｂは、吸収性本体１１の長手方向に沿う方向の長さＬ４が２０～１０
０ｍｍ、特に３０～８０ｍｍであることが好ましく、第１接合部４ａ，４ａと第２接合部
４ｂとの間の非接合部６，６は、それぞれ、吸収性本体１１の長手方向に沿う方向の長さ
Ｌ２，Ｌ３が各々１００～２５０ｍｍであることが好ましい。
また、第２接合部４ｂの幅（吸収性本体１１の幅方向に沿う方向の長さ，領域Ｇからはみ
出す部分を含む）は５０～２００ｍｍ、特に７０～１５０ｍｍが好ましい。更に、吸収性
本体１１が前記領域Ｇにおいて外装体２１に固定された部分の面積は、該領域Ｇの面積に
対して１０～６０％、特に１５～４０％であることが好ましい。
【００２４】
本実施形態の吸収性物品１においては、外装体２１の幅方向に胴周囲部弾性部材３が複数
所定間隔で配設されており、第２接合部４ｂにおける吸収性本体１１は、該胴周囲部弾性
部材３の収縮力により、着用者の肌側へ凸形状を形成している。
第２接合部４ｂにおける弾性部材１５は、その収縮力が消失又は低減されているため、該
弾性部材１５は、吸収性本体１１を着用者の肌側に持ち上げるように機能しない。しかし
、外装体２１の幅方向に胴周囲部弾性部材３を配設し、該弾性部材３により、吸収性本体
１１が肌側に凸状に湾曲するようにすると、着用者の股間部、特に排泄部に対するフィッ
ト性が向上し、一層優れた漏れ防止性能が得られる。
【００２５】
更に、本実施形態の吸収性物品１においては、吸収性本体１１における排泄ポイント近傍
に、他の部位よりも吸収体の厚みが大きい中高部が形成されている。中高部を形成するこ
とにより、着用者の排泄部に対するフィット性を一層向上させ、漏れ防止性能を一層向上
させることができる。中高部の形成方法としては、大型の吸収層上に小型の吸収層を積層
して小型の該吸収層が積層された部位を中高部とする方法や、吸収性材料を堆積させて吸
収体を製造する際に一部の堆積量も他の部位よりも大きくして堆積量の多い部分を中高部
とする方法が挙げられる。
【００２６】
本実施形態の女性用ショーツ型吸収性物品１の構成部材の形成材料について説明する。
表面シート１２、裏面シート１３、吸収体１４、立体ギャザー１８形成用のシート材１７
、外層シート２６、内層シート２７等の形成材料としては、従来、パンツ型使い捨ておむ
つや生理用ナプキン等に用いられるものを特に制限なく用いることができる。尚、図示例
における吸収体１４は、それぞれ繊維集合体からなる大小二つの吸収層を積層し、これを
ティッシュペーパ等の液透過性の紙や不織布（図示せず）で被覆したものである。このよ
うに構成することで、排泄部へのフィット性を向上し、モレを防止できる。また、吸収体
の形状は、図示例の如く矩形状のものの他、台形や砂時計形状等、任意の形状のものを用
いることができる。また、立体ギャザー形成用のシート材１７としては、撥水性の不織布
やフィルム等からなるものが好ましく、それにより、幅方向に撥水領域を形成し、モレを
一層確実に防止することができる。
【００２７】
また、吸収性本体１１に配設する弾性部材１５としては、従来、使い捨ておむつや生理用
ナプキン等の吸収性物品に用いられているものを用いることができる。また、ウエスト部
弾性部材２３、レッグ部弾性部材２５、胴周囲部弾性部材３、立体ギャザー１８形成用の
弾性部材１６としては、それぞれ、従来、パンツ型の使い捨ておむつ等に用いられている
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ものと同様のものを用いることができる。
尚、各部に配される弾性部材の形成素材としては、例えば、スチレン－ブタジエン、ブタ
ジエン、イソプレン、ネオプレン等の合成ゴム、天然ゴム、ＥＶＡ、伸縮性ポリオレフィ
ン、スパンデックス、発泡ポリウレタン等を挙げることができる。各弾性部材としては、
各種形態のものを用いることができるが、弾性部材２３及び２５の形態は、所定幅の帯状
のもの（平ゴム等）が好ましく、弾性部材３の形態としては、糸状のもの（糸ゴム等）が
好ましく、弾性部材１５の形態としては、糸状のもの（糸ゴム等）、所定幅の帯状のもの
（平ゴム等）、薄膜状のもの（ウレタンフィルム等）が好ましい。
【００２８】
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に制限され
ることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々変更が可能である。
例えば、上述した実施形態における複数本の弾性部材１５は互いに平行に配設されている
が、複数本の弾性部材１５を、着用者の股下部に配される部位から着用者の背側又は腹側
に配される部位に向かうにつれて、その配設幅が拡大するように配設することもできる。
このように配設することにより、着用者の形状によりフィットさせることができるととも
に、吸収体形状が背側又は腹側に広がった形状の台形や砂時計形状の場合には、フィット
性をより向上させることができる。また、複数本の弾性部材１５に代えて、シート状（帯
状等）の単一の弾性部材１５を配設しても良く、更に、裏面シート１３を弾性収縮性を有
するシート材により形成し、これを弾性部材１５としても良い。又、外装材に伸縮性を有
する不織布と弾性材の複合材料を用いることや、伸縮弾性を有するシート材を単独で用い
ることもできる。
【００２９】
　また、吸収性本体１１は、腹側部Ａ、股下部Ｃ及び背側部Ｂに亘って配設されているこ
とが好ましいが、股下部Ｃから腹側部Ａ又は背側部Ｂの何れか一方のみに亘って配設され
ていても良く、更に股下部Ｃのみに配設されていても良い。
　また、各第１接合部４ａと第２接合部４ｂとの間には、吸収性本体１１と外装体２１と
が接合された他の接合部が存在していても良い。
　また、各第１接合部４ａは、吸収性本体の長手方向の端部又はその近傍を固定できる限
り、該吸収性本体の端縁から離間した部位に形成されていても
【００３０】
また、上述した実施形態においては、図２～４に示すように、吸収性本体１１はその長手
方向の両側部裏面側において接合部５を形成し、外装体２１に連続直線状に接合されて吸
収体の幅方向端部での浮きを防止しているが、斯かる連続直線状の接合部５は設けなくて
も良い。
また、ウエスト部弾性部材２３及びレッグ部弾性部材２５それぞれよりも細い胴周囲部弾
性部材３を、腹側部Ａ、背側部Ｂ及び股下部Ｃの何れか又は何れか二カ所以上に幅方向に
配設した場合には、その胴周囲部弾性部材３を、少なくとも吸収体４の両側縁の外方に弾
性伸縮性を発現するように固定すると共に、該吸収体４が存在する部位の少なくとも幅方
向中央部には配設しないか又は該幅方向中央部においては弾性伸縮性を発現しないように
しても良い。
ここで、弾性伸縮性を発現しないとは、弾性部材が存在しているが、その弾性部材の伸長
状態が解除されていたり、その弾性部材の弾性が熱処理等により消失している等により、
その弾性部材が弾性伸縮性を発現しない領域をいう。
このように胴周囲部弾性部材３を配設することで、吸収体の吸収面を安定させるとともに
、フィット性の低下を防ぐことができる
【００３１】
　本発明は、女性用ショーツ型吸収性物品（ショーツ型生理用ナプキン等 等に適用する
ことができる。
【００３２】
【発明の効果】
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本発明によれば、着用者の排泄部に対して吸収性本体を皺の少ない状態で良好にフィット
させることができ、人体から排出される経血、尿等の液体を効率的に吸収させることがで
きると共に、液体が吸収性本体の幅方向に移動して生じる横漏れを防止することのできる
、吸収性能及び漏れ防止性能に優れたパンツ型吸収性物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の一実施形態としての女性用ショーツ型吸収性物品（ショーツ型
の生理用ナプキン）を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１の女性用ショーツ型吸収性物品を展開して平面状に拡げた状態（緊
張状態）における、該吸収性物品の内面側を吸収性本体を省略して示す平面図である。尚
、図２においては、ウエスト部弾性部材及びレッグ部弾性部材の図示を省略し、また、吸
収性本体は、その配設部位を示す外形線Ｐ及び弾性部材１５の配設位置１５’のみを示し
てある。
【図３】図３は、図１の女性用ショーツ型吸収性物品を展開して平面状に拡げた状態（緊
張状態）における、図２のＸ－Ｘ線断面を模式的に示す断面図である。
【図４】図４は、図１の女性用ショーツ型吸収性物品を展開して平面状に拡げた状態（緊
張状態）における、図２のＹ－Ｙ線断面を模式的に示す断面図である。
【図５】図５は、図１の女性用ショーツ型吸収性物品の使用状態を示す図で、使用状態に
おける図２のＹ－Ｙ線断面に相当する断面を模式的に示す断面図である。
【符号の説明】
１　　女性用ショーツ型吸収性物品（パンツ型吸収性物品）
１１　　吸収性本体
１２　　　表面シート
１３　　　裏面シート
１４　　　吸収体
１５　　　弾性部材（吸収性本体に配設された弾性部材）
１８　　　立体ギャザー
２１　　外装体
２６　　　外層シート
２７　　　内層シート
４ａ　　　第１接合部
４ｂ　　　第２接合部
Ａ　　腹側部
Ｂ　　背側部
Ｃ　　股下部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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